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「関東地方環境美化運動の日」に伴う一斉清掃について（依頼） 

 

日頃から、環境美化の推進に特段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、「関東地方環境美化運動の日」に伴い、一斉清掃を実施いたします。 

 つきましては、ご多忙中とは存じますが、貴区内住民への呼びかけや調整などのご協力

をお願いいたします。 

なお、実施にあたっては、コロナ感染症対策を十分に配慮したうえでの実施をお願いい

たします。 

 また、区内の都合により日程の変更をされる場合や実施しない場合は、事前に市役所環

境保全課までご連絡下さい。 

記 

 

１．日 程 令和３年５月２３日（日） 午前中（小雨決行） 

２．内 容 燃やすごみ、空き缶、空き瓶の回収 

３．ごみの出し方 

①ごみは３種類（燃やすごみ、空き缶、空き瓶）に分別してください。 

②空き缶・空き瓶の袋につきましては収集の都合上、袋の口を閉めないでお出し下さ

い。 

③家電リサイクル対象製品（テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍

庫）及びパソコン、粗大ごみなどの不法投棄物につきましては、集積所まで運んで

いただき実施結果報告書によりその旨ご報告下さい。後日、市で対応させていただ

きます。 

※ゴミ回収の際は、市で配布した回収袋を必ずご使用下さい。 

４．ごみの回収方法 

委託業者が収集いたします。（各集落の集積所に当日午前１０時までにお出し下さ

い。） 

５．結果報告 

実施結果報告書（別紙様式）を令和３年５月２８日（金）までに市役所環境保全課へ 

ご提出下さい。 

６．その他 

（１）回覧文を添付いたしますので、時間・集合場所等の連絡事項を各区の実施状況

に応じて追加記載しご使用下さい。 

（２）不法投棄以外の家電リサイクル対象製品、パソコン及び剪定枝等については収

集出来ませんので、集積所に出さないで下さい。 

（３）区長が変更になりました区につきましては、新区長へご連絡方お願いいたしま

す。 



＜参考＞ 

令和３年度市内一斉清掃の予定について 

 

 令和３年 ５月２３日（日） 関東地方環境美化運動の日 

 令和３年 ９月 ５日（日） 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦の一環として 

 令和４年 ３月 ６日（日） 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦の一環として 

 

 ※ごみ回収用袋につきましては、年間３回実施分です。各戸３枚程度の配布をお願いい

たします。 

 

【注意】 

・過去の一斉清掃において、清掃作業中の転倒事故が発生いたしました。作業の際には、

十分に注意していただき、危険が予想される箇所での作業は控えていただくようお願い

いたします。 

 ・産業廃棄物（建築廃材や農薬等）については、収集業者は収集できません。実施結果

報告書によりご報告のうえ、通常のごみとは分けて、収集場所（集積所）まで搬入をお

願いいたします。 

 

【清掃活動で気を付けていただきたい感染予防対策】 

・ソーシャルディスタンスの確保 

人と人の距離をできるだけ２ｍ、最低１ｍを確保してください。 

・マスクの着用 

複数人で集まって清掃活動を行う場合は、必ずマスクを着用してください。 

ひとりで清掃活動を行うときは、状況に応じてマスクを外すことも可能です。 

熱中症にならないよう小まめな水分補給をしてください。 

・手洗い・手指の消毒 

清掃作業終了後、必ず手洗い・手指の消毒を行ってください。 

手洗い前に目・鼻・口等の粘膜に触れない。手を顔に近づけないでください。 

・参加者の検温 

清掃当時の朝、個人で検温。発熱（３７．５ 度以上）がある際は参加を控えてくだ

さい。 

軽度でも咳・咽頭痛などの症状がある方は参加を控えるよう呼びかけてください。 

 

【お問い合わせ先】 

かすみがうら市 市民部環境保全課 

TEL０２９－８９７－１１１１ 


